
平成˜�年˜—月™˜日 金曜日 (号外第™šŸ号)官 報

る
要
件
を
満
た
す
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
旧
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
」
と
い
う
。）を
有
す
る
場
合

に
は
、
当
該
旧
財
産
形
成
住
宅
貯
蓄
又
は
旧
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
に
つ
い
て
は
、
当
該
勤
労
者
が
、
施
行
日
に
お
い

て
新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
条
の
二
又
は
第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
要
件
に
従
っ
て
預
入
等
を
し
た
も
の
と
み
な
し

て
、
新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
条
の
二
又
は
第
四
条
の
三
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
郵
政
民
営

化
法
第
百
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郵
便
貯
金
銀
行
と
締
結
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
た
勤
労
者
財
産
形
成
年
金

貯
蓄
契
約
に
基
づ
く
新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
に
係
る
同
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
五
百
五
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
、「
三
百
八
十
五
万
円
」と
す
る
。

６

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
財
産
形
成
住
宅
貯
蓄
及
び
旧
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
に
係
る
新
租
税
特
別
措
置

法
第
四
条
の
二
及
び
第
四
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

７

新
租
税
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
非
居
住
者
又
は
外
国
法
人
が
施
行
日
以

後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
振
替
国
債
の
利
子
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
非
居
住
者
又
は
外
国
法
人

が
施
行
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
国
債
の
利
子
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８

新
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
一
、
第
三
十
七
条
の
十
一
の
三
か
ら
第
三
十
七
条
の
十
一
の
五
ま
で
及
び

第
三
十
七
条
の
十
二
の
二
の
規
定
は
、
個
人
が
施
行
日
以
後
に
行
う
新
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
一
第
一

項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が
施
行
日
前
に
行
っ
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十

七
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
許
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
十
六
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
許
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
郵
便
局
へ
の
差
出
し
は
、第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
法
第
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

郵
便
事
業
株
式
会
社
の
営
業
所
で
あ
っ
て
新
委
託
法
第
二
条
に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う
も
の
（
新
委
託
法

第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
又
は
新
委
託
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
再
委
託
を
受
け
た
者

の
営
業
所
を
含
む
。）へ
の
差
出
し
と
み
な
す
。

（
所
得
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
十
七
条

国
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
で
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
旧
所
得
税
法
」
と
い
う
。）第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
等
で
あ
る
も
の
が
、
施
行
日
前
に
預
入

を
し
た
同
項
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
（
附
則
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
郵
便
貯
金
に
限
る
。次
項
に
お
い
て「
承

継
郵
便
貯
金
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

国
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
で
旧
所
得
税
法
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
等
で
あ
る
も
の
が
、
施
行

日
前
に
預
入
を
し
た
同
項
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
（
承
継
郵
便
貯
金
を
除
く
。）で
施
行
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き

当
該
郵
便
貯
金
の
利
子
で
施
行
日
の
前
日
を
含
む
利
子
の
計
算
期
間
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３

第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
所
得
税
法
第
十
条
の
規
定
は
、
国
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
で
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
障
害
者
等
で
あ
る
も
の
が
、
施
行
日
以
後
に
預
入
、
信
託
又
は
購
入
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
預

入
等
」
と
い
う
。）を
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
預
貯
金
、
合
同
運
用
信
託
、
特
定
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信

託
又
は
有
価
証
券
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
預
入
等
を
し
た
旧
所
得
税
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
預
貯

金
、
合
同
運
用
信
託
、
特
定
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
又
は
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
十
八
条

第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
保
険
労
務
士
法
第
五
条
第
八
号
に
規
定
す
る
処
分
を
受
け

た
旧
公
社
の
役
員
又
は
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２

第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
保
険
労
務
士
法
第
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号

に
規
定
す
る
行
政
事
務
に
相
当
す
る
事
務
に
従
事
し
た
期
間
に
は
、
旧
公
社
の
役
員
又
は
職
員
と
し
て
行
政
事
務
に

相
当
す
る
事
務
に
従
事
し
た
期
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。

９

新
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
七
条
の
十
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
法
人

が
施
行
日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
振
替
記
載
等
を
受
け
る
同
項
に
規
定
す
る
分
離
振
替
国
債
の
保
有
又
は
譲
渡
に

よ
り
生
ず
る
所
得
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
損
失
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
外
国
法
人
が
施
行
日
前
に
旧
租

税
特
別
措
置
法
第
六
十
七
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
記
載
等
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
分
離
振
替
国
債

の
保
有
又
は
譲
渡
に
よ
り
生
ず
る
所
得
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
損
失
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

10

新
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
九
条
の
四
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
相
続
又
は
遺
贈
（
贈
与
を
し
た
者
の
死
亡
に

よ
り
効
力
を
生
ず
る
贈
与
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
り
取
得
を
す
る
財
産
に
係
る
相
続
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
を
し
た
財
産
に
係
る
相
続
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
十
三
条

日
本
郵
政
公
社
共
済
組
合
（
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下

「
旧
国
共
済
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
旧
公
社
に
属
す
る
職
員
（
旧
国
共
済
法
第
二
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。）を
も
っ
て
組
織
さ
れ
た
国
家
公
務
員
共
済
組
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
日
本
郵
政
共
済
組
合
（
新
国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
四
第
一
項
に

規
定
す
る
日
本
郵
政
共
済
組
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）と
な
り
、
同
一
性
を
も
っ
て
存

続
す
る
も
の
と
す
る
。

２

日
本
郵
政
公
社
共
済
組
合
の
代
表
者
は
、
施
行
日
前
に
、
旧
国
共
済
法
第
九
条
に
規
定
す
る
運
営
審
議
会
の
議
を

経
て
、
旧
国
共
済
法
第
六
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
施
行
日
以
後
に
係
る
日
本
郵
政
共
済
組
合
と
な
る
た

め
に
必
要
な
定
款
及
び
運
営
規
則
の
変
更
を
し
、
当
該
定
款
に
つ
き
財
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
、
及
び
当
該
運
営
規

則
に
つ
き
財
務
大
臣
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
四
条

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
日
本
郵
政
公
社
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お

い
て
日
本
郵
政
共
済
組
合
の
組
合
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
旧
国
共
済
法
第
六
十
八
条
の
二
又
は
第
六
十
八
条
の
三
の

規
定
に
よ
る
育
児
休
業
手
当
金
又
は
介
護
休
業
手
当
金
の
給
付
事
由
の
生
じ
た
日
が
施
行
日
前
で
あ
る
も
の
に
係
る

こ
れ
ら
の
給
付
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
新
国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
及
び
第
二
十
条
の
七
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
日
本
郵
政
公
社
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お
い
て
日
本

郵
政
共
済
組
合
の
組
合
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
給
付
又
は
介
護
休
業
給
付
を

支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
が
施
行
日
か
ら
同
法
の
規
定
に
よ
る
こ
れ
ら
の
給
付
の
受
給
資
格
を
取
得
す
る
ま
で

の
間
に
あ
る
も
の
に
係
る
新
国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
及
び
第
二
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
第
六
十
八
条
の
二
、
第
六
十
八
条
の
三
及
び
附
則
第
十
四
条
の
四
」と
あ
る
の
は
、

「
附
則
第
十
四
条
の
四
」
と
す
る
。

３

新
国
共
済
法
第
百
十
九
条
に
規
定
す
る
船
員
組
合
員
の
う
ち
日
本
郵
政
共
済
組
合
の
組
合
員
は
、
当
分
の
間
、
船

員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
船
員
保
険

の
被
保
険
者
で
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）、
労
働
保

険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
及
び
雇
用
保
険
法
の
規
定
を
適
用
す

る
。

４

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
旧
国
共
済
法
附
則
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
郵
政
公
社
共
済
組
合
が

行
っ
て
い
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
（
同
日
に
お
い
て
同
号
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
者
に

係
る
も
の
に
限
る
。）に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
新
国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
及
び
第
二
十
条
の
七
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
郵
政
共
済
組
合
が
従
前
の
例
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
十
五
条

施
行
日
の
属
す
る
月
以
後
の
月
分
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
第
三
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
当
該
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
に
つ
い
て
施
行

日
前
に
行
わ
れ
た
改
定
に
よ
り
増
加
し
た
費
用
で
旧
公
社
が
引
き
続
き
存
続
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
旧
公

社
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
国
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る

郵
政
会
社
等
が
負
担
す
る
。
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